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「経済グローバリズムと文化・政治・制度
における地域主義の対抗と調整」

研究代表（根本志保子）本日はお忙しいところ
お集まりいただきましてありがとうございます．
これから2018年度～2019年度にかけて行われまし
た経済科学研究所共同研究Bプロジェクト「経済
グローバリズムと文化・政治・制度における地域
主義の対抗と調整」の研究成果発表会を行ないま
す．メンバーは私，根本（環境経済論），金田先
生（政治学），岸田先生（日本経済史）の3人です．
問題意識として，まずグローバリズムと市場化
が進展していく中で，その影響を緩和する国家の
法規制とか制度には限界があって，いろいろな問
題が各国・各地域で起きている．同様に国家の対
外経済政策についても，世界全体の統一基準では

なく地域性による適応が必要だということで，そ
ういった制度や国あるいは世界全体の世界基準と
いったものの限界を，各地域や地域主義がどのよ
うに調整し，克服しようとしてきたのか，という
ことがこのプロジェクトのテーマでした．
研究では，さまざまなレベルでの地域における

セクターがグローバリズムと市場化に対してどの
ように対抗あるいは調整していったのかを，3人
がそれぞれの三つの研究対象領域に基づいて考察
しました．根本が環境保全運動（経済／環境思
想），金田先生が市民による公的領域の維持（政
治・社会思想），岸田先生が日本の開発援助政策
（経済史）になっています．
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Socio-economic Thought of the Teikei 
Movement and the Early Organic 
Agriculture in Japan: Overcoming 
‘Natural and Human Alienation’

「日本の初期有機農業と産消提携運動の 
社会経済思想－自然・人間疎外の克服」
 日本大学経済学部教授　　根本　志保子

1．はじめに
最初の発表は，私の「日本の有機農産物と産消
提携運動の社会経済思想」です．私自身は倫理的
消費という，環境保全型の商品なり有機農産物な
どを消費者が購入して，そのことで環境保全型あ
るいは労働者配慮型の社会経済に変えていこうと
いうことを研究しています．その中でも本日は，
日本の有機農産物を生産する生産者とそれを買い
支える消費者による「産消提携」という運動につ
いて，環境消費運動という観点から，そのバック
グラウンドとなっていた社会経済思想をご紹介し
ます．発表の構成ですが，まず1970年代の日本で
は，有機農業運動とともに，それを支えるための
産消提携運動も起きたのですけれども，まずはそ
の前史と黎明期をご紹介した上で，この運動の社
会経済思想とは，一言でいえば「自然・労働疎外
の克服」であったのではないか，ということをご
説明できればと思っています．
産消提携運動という名称は，日常生活ではあま
り聞くことがないかもしれないのですが，海外
ではCSAと言われているCommunity Supported 
Agriculture （地域支援型農業）という取り組みが
世界各国で有機農産物あるいは小規模農家を支え
るための一つの運動として広がりを持っていま
す．その源流の一つが日本の1970年代の産消提携
運動にあると言われています．今回の論文は，こ
の産消提携運動を環境思想および経済思想として
再評価することが目的でしたが，この産消提携運
動は，農業運動あるいは消費者がただ有機農産物
を買い支えるということだけではなく，その背景
には，生産者と消費者の直接的なつながりによっ
て資本主義市場経済のオルタナティブを構築しよ
うという社会経済思想があった．それは何だった
かというと，「自然あるいは人間疎外の克服運動」
という位置づけになるのではないか，というのが
今回の発表です．

産消提携運動の初期の思想的指導者として，ま
ず岡田米雄，この人はよつ葉牛乳の共同購入事業
を組織化した人です．次の露木裕喜夫というのは
自然農法の指導者です．一樂照雄，この人は協同
組合の人で，産消提携運動の「提携10カ条」を提
唱した人です．さらに白根節子，この人は消費者
運動家で，実際の提携消費者グループを立ち上げ
て，この組織は現在も活動しています．本日はこ
の4人の社会経済思想を発表します．

2．産消提携運動とは
産消提携運動とは，生産者の「産」と消費者の

「消」で，産消で提携する，それで産消提携運動
と言うのですが，特徴としては，生産者と消費者
の直接的な関係，いわゆる「顔の見える関係」に
基づいて，地域の小規模農家とか有機農法によっ
て栽培された農産物を直接流通させるというシス
テムです．お互いに助け合うことを重視する相互
扶助を特徴として持っていました．これらが出て
きた背景としては，60年代から70年代の公害問題，
農薬と食品汚染というのがあって，有吉佐和子の
『複合汚染』が社会現象となって消費者の「食の
安全」への問題意識が高まりました．そのなかで，
当時ちょうど農法としても出てきていた初期の有
機農業運動とセットで産消提携運動は拡大しまし
た．この産消提携運動の中の消費者グループには
その元となっている運動というのがあって，本日
は詳しく説明できないのですが，60年代後半の日
本各地の協同組合方式の共同購入運動がルーツの
一つになっています．詳細は論文をご覧下さい．
産消提携そのものには通常あまりなじみがない

と思うのですけれども，考え方や発生時期が近い
身近な例として，「生活クラブ生協の共同購入」
があります．今の生活クラブはいくつか店舗形式
のもありますが，共同購入のグループもまだ残っ
ています．生活クラブの共同購入と産消提携運動
は，1960年代後半から1970年代前半のほぼ同時期
に始まっていて，当時，同じ研究会に出ていた記
録も残っています．
産消提携の特徴として，消費者は有機農産物の

生産者などと長期の関係を結びます．またその日
に何か必要なものを買うというのではなくて，生
産調整のために数週間前に農産物などをあらかじ
め予約しておきます．いまでもパルシステム生協
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や大地を守る会などの食料品の宅配では，1週間
前か2週間前に買う商品を予約して届けてもらう
形をとっているかと思うんですけれども，それと
同様か，あるいはもっと長期的で生産者寄りの事
業モデルが産消提携にはあります．さらに「内容
を選べない野菜のセット」とは，消費者は届く野
菜の種類を選ぶことがほぼできなくて，生産者が
セットして，消費者はそれをそのまま受け入れて
消費します．加えて，生活クラブやパルシステム
は協同組合，大地を守る会などは株式会社の形態
をとっていますが，初期の産消提携運動は，流通
事業者などの第三者を入れないで，生産者あるい
は消費者の会員が組織運営を全て行なうという特
徴を持っていました．最後に，生産物の価格は生
産者と消費者の話し合いで決定されます．

3．産消提携運動の社会経済思想
初期の産消提携運動の指導者は，資本市場経済
を批判するなかで運動を指導しており，この産消
提携運動は，彼らが資本主義市場経済のオルタナ
ティブとして，通常の市場取引とは異なる社会経
済モデルを模索した，その実践でもありました．
彼らが書き残した資料にはさまざまなことが書か
れているのですが，そこでは「自然疎外・人間疎
外されない農業と消費者自身の生活のあり方」と
いう思想が共通していました．そこから私が産消
提携運動の本質として理解したことが，「農村と
都市の分断と分業」への危機感ではなかったかと
思います．農村と都市がなぜ分断化しているかと
いうと，それを促進した市場経済システムと流通
と，市場における農産物の商品化がありました．
この市場経済システムと農産物の商品化への批判
から，生産者と消費者の直接的なつながり，直接
的な関係性ということにつながっていきます．ま
たこの分断についても，農産物の生産地と消費地
が離れていくという空間的なものだけではなく
て，食料品の流通システムが高度化していくこと
によって生産者と消費者の間の意識的な分断が進
展していくことが，指導者たちの大きな問題意識
としてあります．この分断を解消するというのが
産消提携の当初の目的だったわけです．

4．産消提携運動と消費者
産消提携運動の研究はこれまで主に有機農業運

動との関連で分析されることが多かったのです
が，消費者グループの分析も幾つかあります．た
とえば原山（2011）では，「消費者の前に現れる
のは，…具体的な関係性の中でいやおうなくかか
わり続けることになる生身の人間としての生産
者」とあります．いわゆる「顔の見える関係」と
いうものが産消提携の一つの特徴なんですけれど
も，この「顔の見える関係」あるいは「生身の人
間」ということを運動の中に規定したのが，先ほ
どご紹介した岡田米雄，一楽照雄，露木裕喜夫，
白根節子らの「自然と人間の疎外の克服」の思想
だったということです．
もう一つ，これはこの次の論文で書いているこ

とからの補足ですが，私自身が研究している倫理
的消費という観点からすると，産消提携というの
は通常の市場や流通業者を介さないで，自分たち
で組織をつくって運営していくわけですが，これ
はいわゆるフェアトレードとか有機農産物の認証
マークによる商品選択，つまり市場やラベル型の
倫理的消費とは異なっています．農産物のやり取
りや，消費者が生産者を訪問して畑仕事を手伝う
というような，相互の学習というものが中にプロ
グラムされていて，消費者は農産物生産の実情を
学び，同時に生産者は消費者の嗜好を学ぶといっ
たような関係性をつくろうとしていました．同時
に，消費者にとっては，届いた野菜を量も含めて
選べません．季節ごとあるいは生産事情に合わせ
るということで，消費者は「お客さまは神様」で
はなくて，消費を生産に合わせるということを余
儀なくされました．また同時に，生産者と消費者
の疑似的な共同体というものをつくって，消費者
と生産者のお互いの完全な信頼関係を築くことが
目指されたわけです．この考え方は，いわゆる欧
米における「食の正義（Food Justice）」や「食の
市民権」，あるいは「消費者による安全食料の保
障の主張」とは完全に異なります．ある種の疑似
的な共同体で，食の安全性ということだけではな
くて，生産者との相互理解と相互扶助を目指す運
動でした．

5． 産消提携運動の初期の指導者たちとその社会
経済思想
まず岡田米雄をご紹介します．岡田米雄自体は

もともと國學院大学で哲学を学んだ人で，その
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後，教員をしていたんですけれども，辞めて酪農
家になりました．各地で酪農の近代化や大規模化
を試みていたんですが，いずれも失敗していまし
て，その失敗の経験を小説や言論誌などの論考と
して発表していた人です．岡田の書いた『私の農
村日記』がNHKラジオで放送されていたり，文
化人としての側面も持っている著述家です．同時
に社会運動家でもあったのですが，同時に，いろ
いろな事業の失敗の後，よつ葉牛乳の共同購入運
動の組織化を行なって，その延長として産消提携
の事業モデルをつくった人です．70年代の初期に
北海道のよつ葉牛乳共同購入のための都市の消費
者を組織化して，なおかつこの消費者グループへ
の教育をしたんですね．彼の教育によって，会員
となった当時の東京の主婦たちが食の安全とか市
場経済を乗り越えていくんだというような，ある
種の啓蒙活動が広がって，それが初期の消費者主
導型組織の事業モデルとなりました．
岡田米雄は都市の消費者の組織化やよつ葉牛乳
の共同購入を含めて何を考えていたかというと，
彼自身はマルクスの『経済学・哲学草稿』から「疎
外された労働」という概念に触発されて，通常
「疎外」といいますと，「人間が労働力という商品
になり，資本に従属すること」，簡単に言うとそ
ういうことだと思うんですが，岡田にとっての
「人間疎外されない農業」というのは，産業の下
請にはならないで，生産者がつくり出す牛乳や野
菜などの農産物と「土」とが生産の中で循環する
農業のことでした．これは岡田自身の酪農経験か
ら来ているものでもあるんですけれども，そう
いったものが日本の酪農あるいは農業を救うはず
だという社会経済思想を打ち立てたわけです．そ
れを実践するために，「消費者による自給／自衛
農場」を提唱して，商品生産の中に成り立つ資本
主義体制下において「ホンモノ」の農産物を生産
するために，生産者農民と消費者が直結すること
を考えた．直結するというのは場所的なことでは
なくて，都市と農村が関係性として一体化して，
消費者と農民の自給農場をつくり出す，これが産
消提携の一つのモデルとなったわけです．
二人目は一樂照雄です．一樂は，産消提携運動
の運動指針となった「提携10カ条」を提唱した人
です．一樂のもう一つの貢献は，日本の初期の有
機農業運動の牽引をした「（日本）有機農業研究

会」を設立した人です．またʻorganic farmingʼとい
う言葉を日本で初めて「有機農法」と訳したのも
一樂です．もともとは戦前の産業組合中央金庫，
戦後の農林中央金庫，全国農業協同組合中央会，
協同組合経営研究所などの役職を務めた協同組合
の人です．一樂自身は1930年代から亡くなる90年
代ぐらいまで100 本以上の論考を協同組合関係の
刊行物などで書いており，有機農業や協同組合関
係の翻訳などもしています．
一樂の思想は簡単に言うと，公正な社会の実

現，具体的には，経済的立場の弱い農業と農業者
が損をしない社会を実現することです．彼は自分
自身が勤めていた1930年代の産業組合の「協同組
合主義」の強い影響を受けております．協同組合
原理による社会ということですが，その理想を岡
田米雄らが始めた産消提携での「生産者と消費者
の関係性」に見出して，ここに自身の「公正な社
会」の理想を反映していった，というのが私の解
釈です．例えば農産物の金額は，不特定多数で構
成される市場を通じずに，直接「顔を合わせて」
当事者同士で自由に決定する，また，有機農業運
動というのは「手づくり」農業であって，消費生
活での「手づくり」と並行するかたちで，人間疎
外の現代文明からの回復を目指さなくてはならな
い，といったことを主張していました．本日は詳
しくご説明できないのですが，一樂は，市場経済
批判からの産消提携運動の評価においては，農産
物を使用価値で評価して市場経済における交換価
値で評価してはいけないとか，「人間性を活かし
たフェース・ツー・フェースの人情」を活かして，
相互扶助の枠によって個人の欲望を抑制する，そ
ういったことを可能にするような有機的な人間関
係の合理性というものが今後の社会経済にとって
本当は必要なんだということを，亡くなるまで繰
り返し主張した人です．

3人目の露木裕喜夫は自然農法の指導者で，提
携10カ条のモデルとなった「安全な食べ物をつ
くって食べる会」が提携する三芳村生産者グルー
プの農業指導をされていた方です．この会とグ
ループも現在も活動しています．露木にも著作が
幾つかありまして，その主な主張は「自然順応の
心の姿勢」というものです．露木によれば，自然
農業というものを，いわゆる農法として，ノウハ
ウとして伝えることはできない．なぜならば，農
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業というのは自然力に人間が関与した結果であっ
て，本来は大自然の秩序に従って自然の自律性を
後押しするものであるから，地域地域によって適
した方法は違う．そのためにはまずどのようにそ
の土地の土で植物や農作物が育っているのかを
「自然に聴く」．露木の「稲に聴く，自然に聴く」
という言葉が残っているんですけれども，露木
は，自然のありようというのをまず聴くことから
始めよう，と説きました．同時に，消費者に対し
ての教育も行なっていて，たとえば消費者を批判
して，消費者は分業と交換経済を都合がよいよう
に拡大解釈して，楽な道を選んでいる．そうでは
なくて，まず自分でやること．人間が自然の力に
よって生かされていることを学んで，自然と縁が
切れている現代の都会生活者が「自然との生きた
血の通い」を復活させなさい，というのも露木の
大きな主張の一つでした．

4人目の白根節子，この人は消費者運動家で，
1973年に「所沢生活村」という産消提携の消費者
グループの前身の「牛乳友の会」を立ち上げた人
です．この「牛乳友の会」が当初，共同購入して
いたのが先ほどのよつ葉牛乳です．白根自身は，
有機農業を含めて農業の社会経済的な地位の向上
ということよりも，どちらかというと反石油文
明，反物質文明，反公害運動としての産消提携運
動を目指していたと私は解釈しています．石油物
質文明を支えている現代の流通機構に対抗するた
めに，「本当の食べ物」を求めることを通じて「土
を活かす生きざま」を消費者運動として問い直し
た人です．そのために，生態循環を破壊しない，
「汚れ」をつくり出さないもので生活するために，
そのような食べ物のほとんどを通常の市場では買
わなくても済むようにということで，共同購入の
消費者グループである「所沢生活村」を立ち上げ
ました．当時は，全てを消費者会員自らが運営し
ていて，2012年にNPOとなりましたが，この「所
沢生活村」もいまでも活動しております．

6．まとめ
このような岡田，一樂，露木，白根の思想を一
言でまとめると，産消提携運動というのは，「分
業がもたらす自然および人間疎外を，食べ物を通
じて生産者と消費者がともにつなぎ直すこと」

だった．産消提携運動あるいは当時の有機農業運
動と言ってもいいかもしれませんけれども，ここ
での「顔の見える関係」というものは本来，「自
然と人間の疎外」を克服するためのものだったと
いうのが，今回提出した論文の主な結論です．こ
こからは，現在書いている次の原稿で論じている
ことですが，いま，産消提携運動を環境消費運動
として再評価するとき，産消提携運動とは，私た
ちの生が自然の循環とその中で生きる人々に生か
されていることを知る契機だったのではないか．
それらを通じて都市生活者が，自然や生産とつな
がる「当事者」として，自らの生活を変革するこ
とが，産消提携運動，あるいはそこにかかわった
消費者たちに課された課題であり，運動が目指し
たものではなかったか，と思います．
といっても産消提携運動はいま衰退の危機にあ

ります．有機農産物流通は市場化していますし，
担い手である女性消費者・主婦は労働市場への参
加という形で社会進出しました．有機農産物や安
全な食べ物を手に入れる場は，現在は専門の宅配
やスーパーでの認証ラベルを通じた購入に取って
代わられているかもしれません．またこの40年に
わたる産消提携の経験も，関係性というものが持
つさまざまな労苦の連続で，オルタナティブ運動
とか共同体主義の謳うような理想のままではあり
ませんでした．
けれども，この産消提携運動が目指していた，

分業がもたらす疎外を克服して消費者が生産者と
ともに「食－人－自然の関係」をつなぎ直す試み，
いわゆる「顔の見える関係」というのは，消費者
が，ただ消費するだけではなくて，食べ物が「生
きた土と生きている人」によって生み出されてい
るという意味での「生」の循環の一員として，私
たちの生活を変革するためのある種の経路を，そ
の方法を模索したものだったと思います．こう
いった考え方を，倫理的消費，あるいは環境消費
運動という観点から，今日の私たちの消費生活に
どのように活かしていくのかというのが，次の私
自身の研究課題です．
急ぎ足になりましたが，以上で発表を終了させ

ていただきます．ご清聴ありがとうございまし
た．
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The Politics, the Social, and the Market: 
Tocqueville, Arendt, and Polanyi

「トクヴィル・アレント・ポランニー： 
政治・社会・市場」

 日本大学経済学部教授　　金田　耕一

私はイギリスの「福祉思想」あるいは「福祉国
家の思想」を長く研究しています．福祉国家をめ
ぐる問題を現代のグローバリズムに結びつけると
きに，何が問題になるだろうか，というのが私の
関心です．
アメリカのデモクラシーを観察した『アメリカ
のデモクラシー』で有名なアレクシス・ド・トク
ヴィルは，1833年にイギリス・アイルランドを旅
行したときの日記を残しており，さらにイギリス
貧民問題にかんする考察である「貧困をめぐる覚
書」を書いています．その中で，トクヴィルはイ
ギリスが非常に病んだ国であることに人びとの注
意を促しています．当時世界で一番豊かな国であ
るイギリスにはものすごくたくさんの貧民がい
て，慈善や公的救済で食べている，ということで
す．つまり豊かな社会のなかにある，貧富の大き
な格差ですね．
『アメリカのデモクラシー』では，デモクラ
シー社会で「新しい貴族制」が始まりつつあると
言っています．貴族制はアメリカには存在しない
はずなのだけど，工業生産の発展ととも貧富の格
差が広がって貴族制が生まれつつある，というわ
けです．それをトクヴィルは「工場貴族制」，場
合によってははっきり「金銭の貴族制」と呼んだ
りする．
この新しい貴族制と以前の貴族制との大きな違
いは，要するに顔が見えないということです．「人
格的関係」がないような貴族制です．だからそれ
は歴史上「最も過酷な貴族制」なんだけれども，
逆に「最も限定的で危険が少ないもの」でもある．
それは，デモクラシーのもとで生まれた金銭の貴
族制は，だからお金を稼ぎさえすれば誰でも貴族
になれるわけで，最終的に固定的なものになりに
くいと思っていたわけです．しかしそうは言いな
がらも，イギリスの現実を見たあとでは，境遇が
平等化するデモクラシーのなかでは「新しい貴族
制」というのは例外的な事実であり，その分だけ

余計に立法者の特別な注意を惹くものになる．つ
まり，新しい政治的課題になるということを言っ
ています．
また貧富の格差によって，市民の間に「静かな

戦争」が起こるが，これこそが今日のイギリスの
状態である．トクヴィルは「デモクラシーという
のは神が決めた運命なんだから，デモクラシーが
後退することはない」と言っているんだけれど
も，将来，もしその中で貴族制が生じるとしたら
この「貧富の格差」と「静かな戦争」からだろう
と言っているわけです．非常に印象的な部分です
ね．
もう一つトクヴィルが言っていることは「新し

い専制」という，これはよく知られた予言ですね．
「巨大な後見的な権力」が立ち現れて，それが市
民の生活の面倒を見てくれる．絶対的で，事細か
く，几帳面で，用意周到，そして穏やかである．
まるで後のミシェル・フーコーの「生権力」を想
像させるような権力です．
これはパターナリスティックな権力ではない．

パターナリズムの最終的な目的は子どもをおとな
にすることだ．ところがこの権力は市民を永久に
「子ども」にしておくことが課題である．だから，
市民が娯楽に興ずることは非常に望ましい．それ
以外のことをしないんだったら幾ら遊んでもかま
わない．市民の幸福のためにこの権力は働くんだ
けれども，絶対的な権力者で，市民に安全を提供
し，その必要を先取りして，これを確保し，娯楽
を後押しし，主要な業務を管理し，産業を指導し，
相続を規制し，遺産を分割する．つまり，日常生
活から経済的なもの，産業のことまで，すべてを
やってくれる権力の登場．
そうなると市民は「考える煩わしさ」と「生き

る苦労」をすっかり権力に任せて，小心で，勤勉
な動物の「群れ」になり，政府がその「牧人」と
なる．まさにフーコーの「牧人司祭」権力ですね．
そこではデモクラシー統治が官僚制的な専制政治
になって現れると言っているわけです．
なぜトクヴィルのこの話をわざわざ取り上げた

かというと，本当はこの次のアレントの話をした
かったわけです．アレントは有名な「暴力につい
て」の一節で，「公的な領域に貧困の問題が入っ
てきて以降，政治は社会的な領域となった」との
べています．「社会的」というのはどういうこと
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かというと，人々の生活に配慮したり，生命を維
持したり，貧困を救済したり，そういう領域に
なった．ところがそれはアレントに言わせれば，
本来は「家政」（オイコス）の領域だ．現代で言
えば経済の問題で，もし政治が経済の問題を扱う
ようになったら，それはもう政治的手段では解決
できないから，結局は専門家の管理に委ねるしか
なくなるんだ．
ここから，皆さんから見たら奇妙なことに思え
るかもしれないけれども，政治学者の間では，「ア
レントの政治主義」というのを批判する立場ーー
つまり，「それじゃあ人々の福祉，生活の問題を
政治は扱わなくていいのか．それは極端に政治主
義であろう」という意見と，「いやいや，そうい
うことをやっているから政治は堕落するんだ．政
治というのは利益分配のシステムに成り下がっ
ちゃったんだ」というふうな応酬が行なわれてい
るんですね．どこの国でもそうですけれども，ア
レント研究者は基本的に，いまの言葉で言えばリ
ベラルな人が多いですから，これはあんまり喜ば
しくない解釈なんですね．
「暴力について」の中でアレントはどういうこ
とを言っているかというと，貧困というのには二
つある．一つは「欠乏」としての貧困．つまり，
食べ物がなくなると自然の欲求にしたがわざるを
得ない，それは人間が非人間化，動物化すること
である．つまり，トクヴィルがいうように人間が
「畜群」（動物の群れ）になる．もう一つの貧困の
問題は，光輝く公的領域から「排除」されること
です．アレントはジョン・アダムズという人の文
章を引いているんだけれども，それはアダム・ス
ミスの『道徳感情論』の中に出てくる議論ととて
もよく似ています．要するに貧民が人から見えな
くなってしまう．暗黒の中に置かれて，そこにい
るのに気づかれない，見えているのに見えない存
在になってしまう．それが実は「貧困の呪い」な
のだ，とアレントは言っているわけです．
つまり，「欠乏としての貧困」と「排除として
の貧困」があるとしたら，おそらくアレントは欠
乏としての貧困を改善するだけでは問題は解決し
ないんだと言いたい．多数者の利益のために実質
的には少数者の支配を行なっているのが現実のデ
モクラシーです．大多数の人びと，つまり「大衆」
は自分が生きること，私的な自由を楽しむことに

精一杯で，政治的活動には全くかかわっていない
わけです．
福祉国家になると，ほとんどの問題が官僚によ

る管理の問題，つまり政治の問題が管理－－アレ
ントは「経営」と言いますけれども「管理経営」
という問題になってしまう．政治というものは福
祉国家の中では消滅する，とアレントは言ってい
るわけです．アレントは福祉国家に否定的だと言
われているのは，こういう文脈なわけです．
しかし，さらにその背景を考える必要があるだ

ろう．ここでポランニーの『大転換』の議論に戻
らなければなりません．19世紀の自由放任主義は
社会に一大変革をもたらした．トクヴィルがイギ
リスを訪れたのは1833年でしたが，それは「改正
救貧法」が成立する前夜です．トクヴィルはこの
「改正救貧法」を実質的に執筆した経済学者シー
ニアに会って救貧法の問題をいろいろ聞いていま
す．それで，「改正救貧法」の目的は何だったか
といえば，「自由な労働市場」をつくることです．
先ほどの根本さんの議論でもお話があったよう
に，徹底的に「労働」を「商品化」することです．
それに伴って何が起きたか，農村共同体の破壊

です．自由な労働市場で一番重要なのは，「労働
力の移動」ですね．移動することに大きなメリッ
トがある，あるいは移動せざるをえないという状
況をつくることです．それまでの教区単位（地方
単位）の救貧事業をやめて中央政府の直轄的な管
理に変える．それをやった結果，貧民がさらに増
大したわけです．で，その反作用として，「社会
の自己防衛」がはじまります．
工場法をはじめとするさまざまな社会立法は，

ポランニーによれば，人間労働を市場の破壊的作
用から守るということに意義があった．途中を大
幅に端折りますが，そこから20世紀の「福祉国家」
というのはどういうものだったかと考えると，ほ
ぼトクヴィルとアレントが考えたとおりになって
いるわけです．アレントの場合は後から分析とい
うことになりますけれども．
たとえば福祉国家を構想したといわれるフェビ

アン主義では「家政国家」というものがうちださ
れるわけです．国家の意義は，社会の治安を守る
ことにあるのではなくて，人びとの安楽な生活を
実現することにあるんだ．そしてそれを実行する
のは政治家ではなく「温情あふれる官僚」である．

- 48 -



「官僚貴族制」と言うこともあります．「科学的な
社会管理」がとか「公共管理の科学」というのも
フェビアン主義から出てくるんですね．そこで追
求されるのは「効率」です．それに対して推理小
説作家のチェスタトンは「賢明な支配者に命令さ
れる従順な動物の群れ」と言っていますけれど
も，まさにトクヴィルが予想したとおりです．

L. T.ホブハウスはいわゆるリベラリズムの「消
極国家」から「積極国家」に変わるべきだといい
ます．それで何が一番重要かというと「健康で文
化的な生活」の最低限の水準の保障ですね．そこ
では，W.べヴァリッジが言うように「シティズ
ンシップ」，つまり「福祉を受ける権利」を「労働」
に基礎づける．つまり，「完全雇用」と「保険料
の納入」こそが福祉国家の基本前提となるわけで
す．
ポランニーによれば，「われわれの社会意識は
スピーナムランド体制によってかたちづくられて
いる」．それはどういう社会意識かというと，市
場原理にしたがって労働する以外に，生存を確保
することはできないんだという認識，あるいは倫
理ですね．われわれの社会意識はこの強い労働倫
理によってもとづいていて，福祉でさえそうなの
です．それはドミニク・メーダが言う「労働社会」
ですね．そこから生じるのが，サッチャーが言っ
たように，「社会などというものは存在しない」．
つまり誰も，他者の生存について道徳的責任を
負っていないんだという考え方です．あるいは，
「商品化された労働」こそが，生存を確保し，欲
望を充足し，私的自由を獲得するための唯一の手
段であるという考え方です．
エスピン＝アンデルセンは，福祉国家には労働
を「脱商品化」する力があります．つまり，「社
会保険」をうまく使えば，商品としての労働に依
存する部分は減るというのは事実なんですね．と
ころがその一方で，福祉国家それ自体は労働社会
を基礎としていますから，相変わらず福祉国家の
中で追求されるのは，いかに生産性を高めるか，
効率よい社会組織をつくるか，あるいは自分の商
品としての価値を高めていくか，ということで
す．
根本先生の報告でいえば，有機農法でつくられ
た農作物は商品価値が高くなければ意味がないわ
けです．とても難しいところですよね．使用価値

ではなくて交換価値に基づく原理を人間にも当て
はめているわけです．
ナンシー・フレイザーという著名な政治学者の

意見では，われわれが「新自由主義 （ネオリベラ
リズム）」 と言っているものは「自由放任主義」
の正嫡子，正統な後継者なわけです．で，それが
推進しているのは，「グローバルな市場社会化」，
つまり19世紀に国全体を「市場社会化」しようと
していた運動がさらにグローバルに広がったとい
うことです．いいかえれば，市場原理によって国
際社会秩序を再組織化することです．
当然その中では「労働の再商品化」が始まる．

われわれはいままで自分を，労働力商品として国
内市場でいかに売るかということを考えていまし
た．しかし今では，同じだけの生産力を持った安
い労働が世界のどこかにあるわけですから，そう
した労働力と競えるように自分自身を商品化して
いかなければいけない．
そしてグローバル化する市場の中で，自己防衛

の主体としての「社会」はもはや機能しないので
はないか，と私は思っています．国家は何をする
かというと，良質な労働力商品を生産して，社会
組織を効率化して，権力の統治技術を磨く．人び
とが協力して自分たちの生活を守るという意味で
の「政治的なもの」は，やがて消滅するんじゃな
いかと思っています．私たちは国家というものを
主体にしてグローバリズムの中で生き残ろうとし
てるんだけれども，グローバリズムの世界の中で
は，リージョナルなもの，あるいはローカルなも
のというのは国家という枠の中にある社会でしか
ありません．この意味で，私たちの共同性を担保
する「コミュニティ」というのは，結局のところ
「国民社会」でしかありません．顔は見えないん
だけれども，まだなんとか「国民」とか「同胞」
（fellow citizen）という言葉を遣って，辛うじて，
なんとなくつながりがあるように思える「社会」，
「コミュニティ」というものを私たちは築いてい
くしかないのではないか．
今回のコロナ禍で，「国際主義者」（グローバリ

スト）たちが主張するように「困ったときにはほ
かの国からどんどん安く輸入すればいいんだよ」
ということが全く通用しないことをぼくたちは
知ってしまった．ほんとにそれができているかど
うかは別にして，なんとか国内で流通を確保しよ
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うとか，助け合おうというような気持ちは辛うじ
て残っているのかもしれない．それは皆さんの意
見を聞きたいと思うけれども，そういう意味で言
うと，固定的で可変的なコミュニティ，幻想の共
同体かもしれないけれども，そういうものにすが
るしかないのかなあと思って，この先を書こうと

考えています．そのとき，もしこのコミュニティ
の形成を官僚たち，あるいはエコノミストに任せ
てしまうと，政治というものは消滅すると思いま
す．
長くなりましたが，以上です．
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Formation and Development of Japanese 
Development Aid Policies, 1954‒1971
「日本の開発援助政策の形成と展開」

 日本大学経済学部准教授　　岸田　真

はじめに
私は今回，「日本の開発援助政策の形成と展開」
というテーマで，1960年代から70年代初頭を中心
に，日本の開発援助の問題がどのように議論され
てきたのか，また日本の援助政策が形成されてい
く契機はどのようなものであったか，ということ
を議論いたしました．

1960年代，70年代は，根本先生のご報告にも
あったように，日本の社会も大きく変わっていく
時期であり，日本が経済的にも政治的にも先進国
の一員として国際社会に認められていく時期でも
あります．日本がアジアの諸地域とどのように関
わっていくべきなのか，という点も，戦後補償の
問題もふくめ，大きな課題になっていた時代でし
た．これらを考えたときに，援助の問題というの
は一つの鍵になると考え，今回の研究の課題を日
本の開発援助政策の形成と展開の過程，あるいは
それを決定していった要因は何なのかということ
に関して，一次資料を用いた歴史的な手法で分析
をしていくことにしました．
援助の問題というのは多面的で，国内経済との
関係でとらえることもできるし，冷戦といった当
時の国際政治の文脈でとらえることもできます．
また戦後の自由主義経済のもとで発生した南北問
題も関わってきますので，これらの点を含めなが
ら検討していきたいと考えております．
資料の話を少しだけ説明しますと，主に今回は
外務省の外交資料館に保存されている，内閣総理
大臣の諮問機関として開発援助の問題を議論した
対外経済協力審議会の議事関係の資料と，アメリ
カの国立公文書館に資料調査に行き，特に1960年
代の日米財政経済合同委員会のアメリカ側の資料
があり，そこで60年代の援助をめぐる問題が議論
されていましたので，これらの資料を使いながら
今回の研究を行いました．
では，本論に入りたいと思います．80年代，90
年代，日本がODA大国と言われるようになった
ときに，日本の開発援助の特徴として指摘された

のは大きく4つありました．
1つ目は，地域的に見るとアジア，特に東南ア

ジアに地域的偏りがあるということ．2つ目に，
日本の援助政策は途上国の自助努力を支援するも
のであり，したがって，被援助国が要請されたと
きに援助をするという，ある種の受け身の姿勢が
言われています．3つ目に，特に60年代，70年代
の日本の開発援助は日本の経済界の動向と密接な
関係を持っていて，経済界が政府に対して援助の
拡大を要請していく点があります．援助をテコと
して工業製品輸出の拡大をしていきたい，こうい
う経済界の経済的利害に援助の問題は結びついて
いたと言われています．最後に4つ目の特徴とし
て，援助の実施主体の問題として，一般に「4省
庁体制」と呼ばれていますけれども，外務省，通
産省，経済企画庁，大蔵省，この4省庁が共管事
業として援助政策取り扱い，予算配分をめぐり競
合関係にある．これらが一般的に開発援助の特徴
として言われていますが，それがどのように形成
されていったのかということを議論していきたい
と思います．

1．日本の経済発展の手段としての開発援助
今日の報告では時系列を追って，1950年代から

60年代初頭，60年代半ば，70年代初頭と三つの時
期に分けて議論をしていきたいと思います．ま
ず，50年代から60年代初頭における日本の開発援
助の特徴は，援助が日本の経済成長・経済発展の
ための手段の一つとして位置づけられていた点で
す．もともと東南アジア諸国に対する技術援助が
始まったきっかけは，第二次大戦後の戦後賠償で
した．サンフランシスコ平和条約の発効後におこ
なわれた東南アジア諸国との賠償交渉では，賠償
の実施方法として技術援助を行なうことが決まり
ますが，技術協力というのは援助の視点から見れ
ば事実上のひもつき援助であり，日本の企業によ
る技術援助が実施されました．
そして1950年代の後半に入ると，特に岸信介内

閣の時に岸首相は積極的な東南アジア外交を志向
し，57年に東南アジア諸国を歴訪しますが，その
頃から「対外経済協力」という言葉が出てきます．
59年に自民党が政務調査会内に「対外経済協力特
別委員会」を設置して，党として対外経済協力を
強化していくべきだという提案を出しまして，こ
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れに基づいて1960年，総理府のもとに「対外経済
協力審議会」が設置されました．
この審議会の活動や内容について少し触れてい
きたいと思いますが，岸内閣は安保条約改定をめ
ぐる問題で退陣し池田勇人内閣に代わり，ここで
最初の審議会総会が開かれ，援助政策をめぐり意
見が交わされました．特に興味深いのは，それぞ
れの省庁が援助のあり方についてどういうことを
述べているかという部分です．外務省は「外交的
な視点，国際協力という視点から，援助していく
ことは大事だ」と言うわけですけれども，大蔵省
はそもそも開発援助自体に対してネガティブな見
方を持っていて，経済協力というのはあくまでも
民間主体で行なうべきであって，政府がやるべき
ではない，あるいは，日本の国際収支余力・財政
余力は不足しているから，援助に支出する余裕は
ないと，審議会で援助の議論をすること自体に対
して慎重な姿勢を示しています．一方で通産省は
非常に明確で，「経済協力というのはあくまでも
日本の産業や国際経済の視点から検討すべきであ
る」，つまり，日本の産業の発展に結びつくもの，
あるいは国際収支の改善に貢献する，そういう視
点から行なわれるべきであると述べています．

3回目の審議会総会では，この審議会において
何を議論するのか，日本の対外経済協力の重要な
ポイント・目的は何なのかという議論が行なわれ
ました．ここでは，「経済協力の目的」として，
輸出市場確保の要請，重要原料・資源確保の要請，
そして低開発国との関係緊密化，国際協調の要請
の3点が提示されました．つまり，「輸出市場確保，
原材料・資源の確保」という日本の高度経済成長
にかかわる要請が明示されているわけです．そう
いう意味で，初期における援助の議論というの
は，日本の経済発展の手段のひとつとして位置づ
けられていたと言えると思われます．
さて，審議会自体は，3回目の審議会総会が終

わった後，凍結してしまうことになります．なぜ
そうなったかというと，4回目の審議会総会では
経済協力をどれぐらいの規模で行うべきかという
ことについて議論をする予定だったのですが，池
田首相の「急用」により中止されたということに
なっていいます．しかし，後年の資料には，各省
庁が審議会が自分たちの援助政策を量的・質的に
制約されることを嫌っていて，審議会に対して協

力的でなかったと述べている記述があります．つ
まり，各省庁は審議会が援助政策のイニシアチブ
をとることに消極的であり，その結果として，初
期における対外経済協力審議会で援助問題を総合
的に議論しようという試みは頓挫してしまったと
言えるでしょう．

2．アメリカからの圧力と「東南アジア経済協力」
次に，1960年代の半ばから70年代に至る時期を

見ていきたいと思いますが，この時期における開
発援助あるいは経済協力をめぐる情勢は大きく変
わっていきました．1つには，国際的な背景とし
て，64年に第1回UNCTADが開催され，国際的に
解決しなければならない課題として南北問題が表
面化してきたこと．もう1つは，冷戦の文脈にな
りますが，65年からアメリカがベトナム戦争に介
入し，アジアにおける冷戦の問題が60年代半ばに
は特にアメリカにとって大きな課題となり，アメ
リカの対東南アジア政策の中で日本の役割を求め
ていくということがありました．また，60年代に
アメリカの財政収支・国際収支は悪化していきま
すので，いわゆる援助肩代わり論というかたちで
日本に対する要請が出てくる．それに対して日本
がどう応えていくのかということが問題になって
いたのが60年代半ば以降であったと思われます．
そして，これらの問題が議論される舞台のと

なったのが「日米財政経済合同委員会」でした．
1960年の池田・ケネディ会談で日米の経済問題に
関する閣僚級協議を毎年，双方の閣僚が日米を行
き来してやりましょうということが決まり，およ
そ10年間この合同委員会はほぼ毎年実施されまし
た．そして，援助の問題は第1回目の会議から継
続して議題の一つに上がっております．とくに，
65年の第4回の日米財政合同委員会では，アメリ
カは日本に援助の拡大を強く求めていくことにな
りました．この年，ジョンソン大統領が「ボルチ
モア演説」を行なって東南アジアへの援助拡大を
表明した後だったことも関係しているわけです
が，ジョンソン大統領自らが佐藤首相や福田蔵相
に対して「具体的な貢献をしてほしい」と強く要
請したのです．それに対する日本の答えが，66年
に行なわれた東南アジア経済閣僚会議の開催や，
翌年67年のアジア開発銀行（ADB）の創設であっ
たわけですが，ここにも限界がありました．閣僚
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会議においても具体的な資金援助の約束はなされ
ていませんでしたし，アジア開発銀行にしても，
出資はしているけれども，これは援助ではない，
あくまでも銀行に資金を拠出している立場をと
り，特に大蔵省はADBに対して，融資に関して
は健全性を重視し，途上国の自助努力を重視すべ
きである，と釘を刺しているわけです．
このような日本の姿勢に対して1967年，68年に
なるとアメリカはかなり強い不満を表明し，さら
なるコミットメントを要請していきます．特に68
年に日米の局長級の委員会が開かれた際には，ア
メリカは日本の援助政策を強く批判しています．
とくに「援助の規模が全く増えていない」という
ことと，「日本の援助は結局誰がやっているのか．
それを統括する組織が存在していない」というこ
とを問題視しました．60年代の終わりになってく
ると，アメリカからの圧力も含めて，日本は援助
政策にどういう姿勢を示すのかということが求め
られるようになっていったと言えるでしょう．

3． 対外経済協力閣僚懇談会の設置と対外経済協
力審議会の（再）発足
こうした状況に対し，日本の援助政策の体系化
への動きが具体化していくのが1969年で，この年
に対外経済協力閣僚懇談会という，閣僚の懇談会
というかたちで援助政策，開発援助を議論する枠
組みがつくられます．それともう一つ，先ほど凍
結されてしまった対外経済協力審議会をもう一度
復活させることになりました． 特に閣僚懇談会
の場では「アジア援助の基本構想」という案が外
務省を中心にまとめられますが，このときに援助
の量の拡大と条件の緩和，地域協力の強化，技術
協力の拡充，民間協力の推進といった，その後の
審議会の議論にもつながってくる日本の具体的な
援助の構想あるいは目的を示すものが提示され，
これらを前提としながら，対外協力審議会が民間
の有識者から成る首相の諮問委員会というかたち
で再発足して，日本の援助政策のあり方について
議論をしていくことになったわけです．
では，どういう議論がこの審議会でなされて
いったのか．まず佐藤栄作首相の諮問は「最近に
おけるわが国経済の拡大，国際的地位の向上等に
伴い，70年代を迎えてのわが国の対外経済協力推
進上留意すべき基本的事項について諮問する」と

いうものでした．審議会で最初に議論になったの
は，援助の量的な拡大と援助の内容でした．量的
な拡大に関しては，すでに60年代の後半に「先進
国はGNPの1％を援助に当てるという目標を掲げ
るべきである」ということが国際的な合意になり
つつあり，日本がそれを約束するのかが議論に
なったわけです．この議論では，審議会の副会長
で，「ピアソン報告」にも関わった大来佐武郎が
重要な役割を果たし，援助目標の達成にむけて最
大限の努力を行なうべきであるという意見書を政
府に提出しました．

2番目の論点は援助の条件の問題で，「ひもつき
援助」の撤廃が議論となりました．日本の援助は
もともと賠償から始まっているということから含
めて，「ひもつき援助」が多かったわけですが，
国際的に援助のアンタイイング，つまり，「ひも」
を解く必要性が指摘されていました．審議会の議
論では，永野会長が「アンタイイングに反対して
しまうと日米関係に対する悪影響がある」と発言
し，審議会もひも付き援助の撤廃を進めるべきと
する意見書をまとめました．つまり，1970年代初
頭には，当時の国際社会の具体的な要請に積極的
に応えていこうとする議論がなされてくるように
なったわけです．
これらのほかにこの審議会で議論された内容に

ついてみますと，「技術協力部会」と「民間経済
活動部会」という2つのサブ・コミッティがつく
られ，技術部会のほうでは，日本の技術援助を
もっと積極的にやっていくべきである．特に人的
資源開発への協力であったり，現地の開発プロ
ジェクトに対する協力，教育・医療・文化面での
協力を提言しています．これらの提言が，その後
の80年代の日本のODAの特徴にも結びついて
いったと考えられます．
次に民間経済活動部会ですが，この時代の援助

の議論は政府援助のみならず民間の直接投資も経
済協力の枠組みとして議論されていますので，途
上国における民間の企業活動のあり方について議
論がなされました．ここで問題になったのは，日
本企業が自己利益追求に走る結果，現地との間に
摩擦を起こしてしまうという事例が起き始めてい
ることで，途上国における民間企業の企業活動に
おいても，相手国の工業化や国際収支の改善と
いった相手国の立場に立った協力でなければなら
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ない．したがって，民間投資を行なっていく場合
にも現地政府ときちんと対話をしながら行なって
いくべきだ，ということが提言されました．ここ
で議論され懸念されていたことは，74年にインド
ネシアで反日暴動が起きるというかたちで表面化
します．そして77年の「福田ドクトリン」以降の
日本の援助のあり方の議論にも影響を与えていっ
たと考えられます．
さて，70年代初頭の対外経済協力審議会では，
もう一つの論点として，援助の実施体制をどうす
べきか，という機構改革の問題が議論されていま
した．特に技術援助部会が「援助行政はきちんと
一元化した省庁を置いてやっていくべきだ」とい
う提言をして，この審議会の最後ではその点が議
論されましたが，省庁の強い反発にあって押しと
どめられるという結果となり，閣僚会議の機能強
化や省庁を横断した実施本部の設置，といった提
言にトーンダウンすることになりました．結果，
その後の援助行政においても4省庁体制が強固な
ものとして続いていくことになったわけです．

おわりに
以上，今日の報告では1970年代初頭までの援助
政策の形成過程と，その契機となったものは何
だったのかということについて議論しましたが，
再度要約すると，1960年代初頭は，援助というの

は極めて日本の国内的な論理，日本の経済発展の
手段として位置づけられていた．それが60年代後
半から，先進国としての責任，南北問題の対応と
いった国際的な要請への対応に徐々に変化してい
く．一方で冷戦的な要請も60年代半ばには入って
くる．こういった状況のもと，60年代終わりから
日本の開発援助政策が体系化されていった，とい
うのが今回の結論です．また，冒頭で説明した日
本の開発援助政策の特徴も，60年代から70年代の
援助に関する議論の中で形成されていったという
ことができるのではないかと思います．
今回の報告では1970年代初頭までの議論をしま

したが，その後，70年代に入りますと，ドル危機，
石油危機という二つのショックがあって，その
後，日本の対アジア直接投資が急速に拡大してい
きます．こういった問題と援助の関係がどうなっ
ていくのか．あるいは，70年代は先進国経済が停
滞していく中で日本経済だけは一人勝ちしていく
状況になっていきますので，国際社会が援助問題
に関して日本に対してどのような期待をし，それ
に日本がどう応えようとしたのか，という点につ
いて，今後引き続き研究を進めていきたいと考え
ております．
今日の報告は以上になります．ありがとうござ

いました．
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根本　ではそろそろ発表会を締めたいと思いま
す．
この共同研究プロジェクトは，グローバルな市
場と政治，あるいはグローバルな市場と社会，ま
た言い換えれば経済と倫理，そういった対比の中
で地域がどのようにそれに対処しようとしたか，
ということを考えようとしたものでした．一方，
皆さまからの質疑応答を受けて，今回は「グロー
バリズムとリージョナリズム」がテーマでした
が，そもそもの「グローバル」や「リージョナル」

とは何か，という重要な点について，定義が不十
分だったことは今後の課題としたいと思います．
また地域社会にとって，あるいは倫理の実践にお
いて，グローバリズムや市場経済のメリットや可
能性などについては今回あまり議論できませんで
したので，引き続きこの点についても課題とさせ
ていただいて，また研究会を行ないたいと思って
おります．
本日は皆さん，お忙しいところ，本当にありが

とうございました．
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